
赤穂市高齢者バス運賃助成事業実施要綱を次のように定める。 

   令和７年５月２３日 

                         赤穂市長  牟  禮  正  稔     

 

赤穂市訓令甲第４６号 

 

赤穂市高齢者バス運賃助成事業実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、高齢者の外出を促すことにより、フレイル予防及び健康寿命の延伸を図り、

もって高齢者の社会参加の促進や生きがいの増進に寄与するため、高齢者が利用するバス運賃

の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。 

（受給対象者） 

第２条 この要綱により助成を受けることができる者（以下「受給対象者」という。）は、７５歳

以上で本市に居住し、かつ、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）に基づく本市の住民

基本台帳に記載されている者とする。ただし、次の各号に掲げる書類のいずれかの交付を受け

ている者を除く。 

⑴ 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項に定める身体障害者手帳 

⑵ 療育手帳制度要綱（昭和４８年９月２７日厚生省発児第１５６号厚生事務次官通知）に定

める療育手帳 

⑶ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５条第１項

に定める精神障害者保健福祉手帳 

⑷ 道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第１０５条の２第１項に定める運転経歴証明書 

（申請） 

第３条 この要綱により助成を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、赤穂市高齢者バ

ス助成券交付申請書（様式第１号）に本人確認書類を添えて市長に提出しなければならない。 

（助成券の交付） 

第４条 市長は、前条の申請があったときは、速やかにその資格要件を審査し、助成を決定した

ときは、当該申請者に対し、赤穂市高齢者バス助成券（様式第２号。以下「助成券」という。）

を交付する。 

２ 助成券の金額は１００円とし、１年度につき５０枚を限度として交付する。 

３ 助成券の有効期限は、交付の日の属する年度限りとする。 

（利用可能バス） 

第５条 助成券の交付を受けた者（以下「利用者」という。）は、道路運送法（昭和２６年法律第

１８３号）に規定する一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受け、本市と契約した者（以下「バ

ス事業者」という。）が運行するバスであって、次に掲げるバスを利用する場合に、助成券を使



用できるものとする。 

 ⑴ 市内路線バス 

⑵ 市内循環バス 

⑶ 東備西播定住自立圏圏域バス 

（助成券の使用方法等） 

第６条 利用者は、１回の乗車につき助成券１枚をバス事業者に提出し、乗車料金から助成金額

を控除した額をバス事業者に支払うものとする。 

２ 助成方法は、助成券に記載された助成金額を市がバス事業者に支払うことによって行うもの

とする。 

（助成券の再交付） 

第７条 市長は、利用者が助成券を汚損したときは、当該助成券を回収の上、再交付するものと

し、助成券の紛失による再交付は行わない。ただし、災害等の事情により、市長が特にやむを

得ないと認めるときは、この限りでない。 

（助成券の譲渡又は貸与の禁止） 

第８条 利用者は、助成券を第三者に譲渡又は貸与してはならない。 

（助成券の返還等） 

第９条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに助成券を市長に返

還しなければならない。 

⑴ 利用者が死亡し、又は第２条に規定する受給対象者に該当しなくなったとき。 

⑵ 助成券の有効期限が経過したとき。 

⑶ 助成券が不要になったとき。 

２ 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成券の返還を命じ、以

後の交付を停止するものとする。 

⑴ 虚偽の申請又は不正な手段により、助成券の交付又は再交付を受けたとき。 

⑵ 助成券を不正に使用したとき。 

⑶ 助成券を第三者に譲渡又は貸与したとき。 

⑷ 助成券を改ざん又は複製したとき。 

（助成券利用料金の請求等） 

第１０条 バス事業者は、利用者から回収した助成券を毎月取りまとめの上、赤穂市高齢者バス

助成券利用料金請求書（様式第３号）に添えて市長に請求するものとする。 

２ 市長は前項の規定による請求があったときは、その内容を確認し、適当と認めるときは、請

求書を受理した日から３０日以内にバス事業者に当該利用料金を支払うものとする。 

（補則） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

付 則 



この要綱は、令和７年７月１日から施行する。 



様式第１号（第３条関係） 

 

赤穂市高齢者バス助成券交付申請書 

 

年  月  日 

赤穂市長 宛 

 

氏  名 

 

赤穂市高齢者バス助成券の交付を受けたいので、赤穂市高齢者バス運賃助成事業実施要綱第３

条の規定により、下記のとおり申請します。なお、私は、同要綱第２条各号に掲げる書類のいず

れも交付を受けていないことを誓約します。 

 

記 

 

受 

給 

対 

象 
者 

フリガナ  

氏  名  

生年月日        年    月    日 （    歳） 

住  所 

 〒 

 

 

電話番号       （     ） 

受給要件 

□ 下記について、いずれも交付を受けていません。 

⑴ 身体障害者手帳     ⑵ 療育手帳  

⑶ 精神障害者保健福祉手帳 ⑷ 運転経歴証明書 

※受給要件を確認の上、□にチェックを入れてください。 

 

※下欄には記入しないでください。 

審査結果 決 定 ・ 却 下 交 付 日 年  月  日 

確認方法 

１ 個人番号カード 

２ 運転免許証 

３ その他（       ） 

助成券番号  

 



様式第２号（第４条関係） 

 

赤穂市高齢者バス助成券 

 

（有効期限     年  月  日） 

 

助成金額 １００円 

利用可能バス 

市内路線バス 

市内循環バス「ゆらのすけ」 

東備西播定住自立圏圏域バス「ていじゅうろう」 

             

 

発行者   赤穂市長       印 

 

                         番号               

（注意事項） 

１ この助成券は、紛失等しないよう大切に保管してください。 

２ この助成券は、利用者以外使用できません。 

３ 有効期限を過ぎたものは使用できません。 

４ この助成券の利用は、上欄に記載されたバスに限ります。 

５ この助成券は、１回の乗車につき１枚使用できます。乗車料金から助成金額を控除した額を

バス事業者に支払ってください。 

６ この助成券を他人に譲渡する等不正に使用した場合、助成を中止します。 



様式第３号（第１０条関係） 

 

赤穂市高齢者バス助成券利用料金請求書 

 

年  月  日 

赤穂市長 宛 

 

                        所 在 地 

                        法 人 名 

電話番号    （    ） 

 

下記のとおり、高齢者バス助成券利用料金を請求します。 

 

記 

 

請求金額    金              円 

 

（助成券＠１００円 ×    枚＝       円） 

 

振込先 

振込 

口座 

金融機関名 

銀行 

金庫 

信用組合 

農協 

金融機関 

コード 

    

本・支店名 

本店 

支店 

支所 

本・支店 

コード 

   

口座種別 １ 普通   ２ 当座   ３ その他 

口座番号 
       

フリガナ  

口座名義人  

※前回の振込先と同じ場合は、記入を省略することができます。 


